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オンライン署名にご協力下さい 
 

 

 

 

 

 

 

【１面】 

請願行動・全て訪問要求

実現へ 
時給１５００円・中小企業への支援の拡充  
千葉労連は６月 16日（金）に千葉県議会に対し、「最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意

見書」の採択を求める請願行動を実施しました。県議会の各会派や会派に属さない無所属の議員などす

べて訪問し、紹介議員になっていただくよう訴えました。 

〒260-0854 千葉市中央区長洲 1-10-8自治体福祉センター 

電話 043(225)5576  FAX 043（221）0138 

発行人 本原康雄  定価 20円 

第 379号 URL版 2023年 6月 30日 

発行 千葉県労働組合連合会 
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     最低賃金法改正の請願行動 

 

    戦争する国づくりをやめさせる 

     千葉駅前の宣伝行動 

 請願行動では①最低賃金法を全国一律制度に改定すること②労働者の生活を支えるため、最低賃金１

５００円以上をめざすこと③最低賃金の引き上げができ、経営が継続できるように、中小企業への支援

策を抜本的に拡充・強化し、国民の生命とくらしを守ること、の３項目を国に対して意見書を上げるよ

う要求しました。 

 行動では日本共産党、市民ネットワークが会派として紹介議員になることを約束していただき、また

「千葉県民の声」が議会で賛成してくれることを約束してくれました。その他の会派は検討するという

回答でした。 

 東京との格差は 88円 

 ２０２２年の地域別最低賃金改正は、最高の東京で時給が１０７２円、千葉県では９８４円、最も低

い県では８５３円です。千葉県と東京都では同じ仕事でも時給で 88円も格差があります。この地域間格

差は、直近 15年で２倍に広がっています。 

 日本の最低賃金は、地域別であることが海外と比べて上がらない原因となっています。現行法では、

最低賃金決定の３要素「その地域の労働者の生計費と

賃金、事業の支払能力」を考慮し、最低賃金額を決め

ています。地域別だと、最低賃金が低い地域では、そ

の現状の支払能力や経済状況を元に最低賃金額が決め

られ、低いままとなるのです。このように地域別制度

は、引き上げを妨げる構造的欠陥があります。 

署名運動を広げよう 

 千葉労連は現在、千葉県最賃署名の推進を進めてい

ます。紙ベースの署名とともに、お手軽に出来るオン

ライン署名にも取り組んでいます。お手持ちのスマー

トフォンを手に取り、ＱＲコードを読み取りご署名下

さい。ＱＲコードは左の紙面にあります。３項目につ

いての引き続き要求実現に向け、みんなで声をあげて

いきましょう。 

９条をいかし平和外交の徹底を  

６・13 憲法を守りいかす宣伝行動 

 ６月 13日、ＪＲ千葉駅前で憲法を守り・いかす千葉県

共同センターが大軍拡・大増税に反対をし、戦争させな

い声を国会に届ける署名宣伝行動を正午から１時間取り

組みました。各団体から平和の訴えがありました。 

 民医連 

 税金が武器に使用され、国が戦争方向に向かうのは反

対です。戦争はどちらがいいか悪いかの話ではない。戦

争は一般市民が最前線に駆り出されるます。関心を持ち

世界や日本の動向を見てほしいです。一番大切な事はあ

なたの意思で行動を起こすことです。 

 千葉土建 

 岸田内閣が大軍拡・大増税をすすめ戦争の危険性を高

めています。憲法９条改悪に反対する宣伝と署名活動を

しています。自民党自身が我が国の専守防衛とした方針

を踏みにじり、常時他国を攻撃しうる兵器を持ち、米軍とともに戦争をする体制を整えようとしていま

す。自公は従来のルールを変え、殺傷能力のある武器輸出を解禁しようとしています。軍拡実現のため
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            公務員賃上げ署名 

 

   自治労連千葉県本部の 

 人事委員会要請行動（片山委員長） 

に国民に負担を強いようとしています。 

 千葉労連 

 国会で最大の問題は、今にも強行されようとしている軍備拡大の税源確保のための法案が通されるの

ではないかということです。ロシアのウクライナ侵略の最大の教訓は絶対に戦争を起こさせてはいけな

い。そのためには日本の憲法９条をいかした平和外交を徹底してすすめ、東アジアで戦争させないよう

にすることこそが求められています。  

 通行人の方が多数、署名を寄せてくれました。引き続きの署名にご協力お願いします。 

 

 車の免許取得には、高い費用がかかり、免許を取ってもまったく運転を

しない「ペーパードライバー」

が存在する。私も約 30 年前に

現在の会社に入る際には、運転

免許証が必要条件だった。入社時に免許の有無を聞かれたが、

運転できるかは聞かれないので、仕事が始まり申告する人が

多い。ペーパードライバーを卒業する理由は、「車がないと不

便な地域引っ越した」などだ▼４月になり新社会人として会

社に入社した人が、営業や配送で車を運転することになる。

しかし、新入社員を早く通常稼働させて、他の社員の負担を

減らしたいの思惑もある。会社の看板を背負って運転するわ

けですから、事故をしてからでは遅いのである。 

 

【２面】 

物価高騰を上回る公務員賃金を 

自治労連緊急要請 
 自治労連千葉県本部は、昨年３年ぶりに賃上げとなった

とはいえ、０・２％と現在の３％を超える物価高騰を補う

ことはできないと、３月 29日に千葉県人事委員会に緊急に

勧告を求めて要請をおこないました。23春闘では採用者確

保のために、初任給を大幅に引き上げる民間企業が目立ち

ました。一方で国家

公務員の高卒初任給

は、民間初任給と比

較して低く抑えられ

ています。 

 全労連公務部会の

試算では、国家公務

員の高卒初任給は最

低賃金ベースで全国

加重平均の９６３円

を下回っています。

こうした状況では、

住民のいのちと暮らしを守る担い手が確保できません。公

務・公共サービス、教育を拡充するためにも、公務員の初任給を大幅に改善する必要があります。 

 物価の高騰が止まらない中、民間労働者も公務労働者も厳しい生活を余儀なくされています。生活改
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半田氏の話に聞き入る参加者たち 

善に向けて少なくとも物価高騰を上回る賃上げが民間・公務問わず必要です。 

 公務労働者の賃金は９００万人以上の労働者の賃金や労働条件に直接影響し、地域経済にも広く波及

します。今夏の人事院勧告と政治の責任で、１日も早い大幅賃上げを実現させ、民間企業・労働者へ波

及させていくことが必要です。 

 現在、全労連・国民春闘共闘の呼びかけで「物価高騰から生活を守る大幅賃上げを求める署名」（公務

労働者用）に全国的に取り組んでいます。各組織でぜひとも広げていただけるよう宜しくお願いします。  

オスプレイ安全ではない３つの問題点 

 ６・４ 木更津基地とオスプレイ記念講演 
 ６月４日、君津市生涯学習交流センターで「オスプレイ来るないらない住民の会」定期総会と「変貌

する自衛隊木更津基地とオスプレイ」と題し、記念講演が開催されました。 

 オスプレイ来るないらない住民の会代表の吉田勇悟氏から挨拶があり、議案提案と会計監査報告があ

りました。 

 総会後、防衛ジャーナリストの半田滋氏から約１時間半『オ

スプレイは安全か？』というテーマで、オスプレイの「３つの

問題点」について指摘されました。①騒音被害についてです。

周辺のテレビなどの音も聞こえず、生活音が阻害されています。

②機体の危険性についてです。仮に上空でエンジンが停止した

らコントロールを失う可能性があり、言及し、死傷事例も起き

ています。沖縄では空中給油訓練中に機体接触し、名護市の浅

瀬に墜落し、乗員２人が負傷しました。③軍事費増加について

です。防衛費６兆８２１９億円と昨年と比べ１・３倍と大幅な

増額です。防衛と言う名の下、軍事費に多額のお金をかけてい

ますが、物価高騰で国民生活は苦しいです。戦争をし、防衛す

る方法でなく、対話により平和を構築する方法を探し、戦争さ

せない運動をおこしていきましょう」と広く呼びかけました。 

 その後、質疑応答があり「オスプレイは日本の空にいらない」と会は締めくくられました。  

       短信 
5 月 28、29 日、茨城県内で関東甲信越ブロック「仲間増やし交流会」が行われ全体で 32 名、うち千葉

から４人が参加しました。共通の悩みの次世代の担い手をどう作るか語る中で、スケジュール闘争に追

われ過ぎて本当の労働者の要求がみえていないのではないか、学習の場が足りないのでは、などの意見

が出ました。 

        労働相談一ヶ月 

      派遣労働者の転職問題 
Ｑ Ａ社の登録派遣社員として市役所で働いていましたが、３月末で終了しました。契約は５月ま

でなので、次の仕事の紹介を待ちですが、有りません。４月は休業手当の 60％の振り込みでした。 

しかし、60％では生活できないので、正社員の仕事を探しました。Ｂ社の正社員採用内定をもらっ

たので、６月はＣ社に派遣登録をしたところ、５月 15日から来てほしいという仕事の紹介があり、

受けてしまいました。そのことをＢ社に伝えたら、７月採用のためには、６月に研修を受けてもら

うことになると言われました。Ａ社・Ｂ社・Ｃ社にどう対応すればいいのでしょう。 

Ａ 相談の回答としては、Ｃ社の派遣を断れば解決する話ですが、相談者が求める回答は３社に迷

惑をかけずに済ませる方法はないかというものでした。 その理由は、仕事を見つけるのが大変で、
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Ａ社の仕事に着くまでに 30 社余に申し込んだが見つからなかったので、仕事を見つけてくれたＣ

社の仕事を断らずに済ませたいということでした。 

 今回、正社員職を内定し、大切にしたいという話を聞き、正社員募集と称して人を集め、あれこ

れ理由をつけて正社員採用を行わず、パートならば採用すると提示して働かせるトラブルが起きる

こともあるので、注意を促しました。 

 Ａ社への対応の仕方など、すぐに対応する手順などを細かく打合せ、すべてがこちらの考え通り

に進むまないこともあるので、困ったら抱え込まないで再度電話相談をするように伝えて終わりま

した。会社は悪いことをしないと信じ切る様子が言葉から伝わります。正社員の採用は大丈夫かな、

と心配させられる相談でした。【中林】 


